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【介護保険の住宅改修について】 
 

高齢者の多くは、住み慣れた我が家で暮らし続けることを望んでいます。しかしながら、段差に 

よる転倒など高齢者の家庭内での事故も非常に多く、それが原因で身体能力が低下し、自宅での生活

が困難となるケースもあります。 

 こうした危険を取り除き、自宅において安心した生活がおくれるように、介護保険制度において  

住宅改修費の支給が可能となっています。 

 介護保険の住宅改修は、その対象となる高齢者の身体状況や日常生活上の動線・習慣、福祉用具の  

導入状況や他の介護保険サービス（ヘルパー等）の利用状況、また、住宅の状況等を考慮して行われ  

なければなりません。  

例えば、浴室の手すりの取付けに際しては、一般的に良いとされる位置に単に取り付けるのではなく、

どの位置が本人にとって最適か、ヘルパー等が介護する時に必要となる位置はどこか、住宅の構造上こ

の位置で安全か等を見極めることが重要です。 

 本人にとってより効果的な住宅改修を行うためには、施工事業者・ケアマネジャー（介護支援専門

員）・その他保健・医療・福祉の専門家の連携が必要となります。 

 

Ⅰ 介護保険給付の自己負担割合と支給対象の適用期間 

１ 自己負担割合は、１割、2割、3割、４割の方に分かれます。 

介護保険の認定を受けている方は、「介護保険被保険者証（緑色）」と「介護保険負担割合証（水色）」

を持っています。自己負担割合は、この２つの証で確認することができます。 

（１）原則：「介護保険 負担割合証」に記載の割合 

   「介護保険 負担割合証（水色）」には、負担割合（１割、２割、３割）と、適用期間（〇年〇月

〇日～〇年〇月〇日）が記載されています。（P.１２） 

（２）例外： 下表に掲げる割合 

   介護保険料の滞納状況によって、「介護保険被保険者証（緑色）」（三）面の給付制限欄に「保険

給付額の減額」と記載がある場合は、「介護保険負担割合証（水色）」に記載されている負担割合で

はなく、３割又は４割負担となります。具体的には、下表のとおりです。 

   なお、給付制限対象者は、受領委任払い方式での支給はできません。（「介護保険被保険者証」の

給付制限欄に「支払方法の変更」又は「保険給付額の減額」と記載されている場合）。（P.１１） 

 

   ＜表＞減額期間中に引き上げられる負担割合 

負担割合証の記載 減額期間中の負担割合 

負担割合証の「利用者負担の割合」が 

「１割」もしくは「２割」の方 
３割 

負担割合証の「利用者負担の割合」が 

「３割」の方 

 
４割 

２ 支給適用の判断は工事着工日、負担割合の判断は領収日 

介護保険の支給適用となる判断基準日は工事着工日です。また、自己負担割合については、領収年

月日の割合が適用となります。（認定有効期間内に工事が完了しない場合や転居・死亡の場合は支給

対象とならない場合があります。） 
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Ⅱ 介護保険住宅改修費支給の条件 

１ 対象者 

介護保険の「要支援１・２、要介護１～５」の認定を受けている方で、現在居住している自宅 

（「介護保険被保険者証」に記載されている住所）の改修が対象となります。（P.１１） 

 ただし、「事業対象者」と記載されている方については、住宅改修は利用できません。 

 また、給付制限対象者は、受領委任払い方式での支給はできません（「介護保険被保険者証」 

の給付制限欄に「支払い方法の変更」又は「保険給付額の減額」と記載されている場合）。 

注意・ 認定申請中（資格者証を持っている）であれば認定結果が出る前でも、事前申請までは

できますが、認定結果が「非該当」（自立）となった場合は、対象外（申請取下げが必要）

となりますので、あらかじめ被保険者に十分に説明をしたうえで、申請をしてください。 

・ 医療機関や介護施設に入院(入所)中の被保険者、または一時帰宅（外泊）のために行う 

改修工事、一時的に身を寄せている親族宅等の改修工事は対象外です。       

※ 近々退院（退所）し自宅へ戻ることが決まっていて、それまでに改修を終える必要が 

 ある場合は、必ず、区介護保険室にご相談ください（相談の結果、事前申請までは 

 できますが、その後退院できなかった場合は、対象外（自費）となります）。 

・ 新築、増改築の際や、通路の新設の際に行う工事は、対象外です。 

 

２ 支給の限度額 

（１） 住宅改修（介護保険住宅改修費支給対象工事部分）にかかった費用のうち２０万円までに対し

て、自己負担割合を引いた額を保険から支給します（１割負担の場合、支給限度基準額２０万円に

対し、給付額は最高で１８万円となります）。 

（２）２０万円の範囲内であれば、何度かに分けて利用することも可能です。 

（３）給付額の算出においては、小数点以下は 切り捨て とします。 

自己負担分は、小数点以下 切り上げ となりますので、領収証の金額にご注意ください。 

  【例】工事費総額１６５，６５５円の介護保険対象工事を行った１割負担者の場合 

（給 付 額）165,655×0.9＝149,089.5円  小数点以下は 切り捨て、１４９，０８９円 

（自己負担額）165,655×0.1＝ 16,565.5円 小数点以下は 切り上げ、 １６，５６６円 

                                  計 １６５，６５５円 

（４）すでに限度額を利用済みであっても、再度２０万円まで利用できる場合があります。 

ア 転居した場合（転居リセット） 

    転居後の住宅において改修が必要となった場合（すでに住宅改修を行った住宅に戻る場合を除

く） 

イ 要介護状態区分が３段階以上高くなった場合（３段階リセット） 

    最初の住宅改修とその後に行う住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を比較して、 

３段階以上高くなっている場合。（同一の住宅に限る） 

① 要支援１ → → → → 要介護３以上 

②  要支援２又は要介護１※ → →  要介護４以上 

③  要介護２ → → → → → → → → → 要介護５ 

※要支援2と要介護1は、同一区分とみなします。 

なお、この３段階リセットが適用されるのは１回のみです。 
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３ 支給対象工事（家屋内 及び 玄関から道路までの通路等の敷地内） 

（平11.3.31告示95 及び 平12.1.31老企34） 

（１）手すりの取り付け 

転倒予防、移動・移乗動作に必要とするもので、適切な（位置、形状）のものを設置する工事。 

注意・ 住宅に固定したものが対象となります。（家具への取り付け、着脱式は対象外です。） 

・ 介護保険指定事業所が行う福祉用具貸与（工事を伴わないもの）や福祉用具購入費 

（浴槽用）の手すりなど、固定していないものは対象外です。 

（２）段差の解消 

段差または傾斜を解消するための工事。 

 例 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等 

注意・ 介護保険指定事業所が行う福祉用具貸与（工事を伴わないスロープ）や福祉用具 

購入（浴室内すのこ）種目を置くことによる段差の解消は対象外です。 

・ 昇降機・リフト・段差解消機等、動力による段差解消機器の設置は対象外です。 

・ 浴槽が深く入浴が困難なため浅い浴槽に変更する場合の費用は対象となりますが、 

それに伴い給湯器を新しくする部分は対象外です。 

・ 踏み台やスロープは固定したものが対象となります。 

（３）滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 

例 居室の畳敷き→板製床材・ビニール系床材、浴室の滑りにくい床材への変更、 

通路面の滑りにくい舗装材への変更 

（４）引き戸等への扉の取り替え 

例 開き戸→引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン（自動ドアの動力部分を除く）、 

扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の開閉向きの変更 

    注意 引き戸等の新設は、扉位置の変更等に比べ費用が低く抑えられる場合に限り対象 

となります。（別添 介護保険住宅改修関係Q＆A集 P.９ 8５番） 

（５）洋式便器等への便器の取り替え 

例 和式便器→洋式便器に取り替える工事（暖房機能や、洗浄機能については一体型便器に限

り対象）。 

注意・ 水洗化の部分は対象外です。 

・ 洋式便器→洋式便器に取り替える工事は対象外ですが、身体状況の変化により 

高さが合わず使用困難な理由により、利用しやすい高さの洋式便器に取り替える 

場合は、対象となります。 

・ 介護保険指定事業所が行う福祉用具購入費（補高便座のみ）は対象外です。 

（６）その他（１）から（５）の住宅改修に付帯して必要となる改修 

・手すり取り付け 

    手すりの取り付けのための壁の下地補強、下地補強した部分のクロスの張り替え 

・段差の解消 

浴室の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う 

転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 

・床または通路面の材料の変更 

    床材変更のための下地補修や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤の整備 

・扉の取り替え 

    扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事 

・便器の取り替え 

便器の取り替えに伴う給排水設備工事（水洗化の部分は除く）または床材の変更 
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注意 上記以外の種類における工事は、介護保険では対象外となります。 

例 廊下幅が狭く車椅子での生活が困難なため廊下を拡幅する工事等 

 

Ⅲ 住宅改修費の支給方法 

 

・償 還 払 い 方 式 … 利用者は、施工事業者に工事費の１０割分を一旦支払い、 

その後、保険給付分を区介護保険室に請求する。 

・受領委任払い方式 … 利用者は、施工事業者に工事費の自己負担割合分のみを支払い、 

残りの保険給付分は区介護保険室から施工事業者に直接支払う。 

 

 

【具体例】工事費総額２０万円の介護保険対象工事を行う１割負担の場合 

     （給付額は２０万円の９割＝１８万円） 

 《償還払い方式》 

 ① 工事施工 

② 工事費総額２０万円の支払 

③ 給付額１８万円の支給申請 

④ １８万円の支給 

 

《受領委任払い方式（予め市に登録した事業所に依頼）》 

① 工事施工 

② 工事費２０万円より支給額１８万円 

を除いた、２万円のみ支払 

③ 給付額１８万円の支給申請 

④ １８万円の支給（受領委任） 

１ 受領委任払いを利用可能とするためには、施工事業者（自ら住宅改修の設計施工を行う事業

所）は市への登録を行う。 

２ 登録された事業所は、受領委任払取扱登録事業所一覧に記載され、受領委任払いにより住宅

改修を希望する被保険者は、この一覧により施工する登録事業所を選択する。 

３ 登録のない事業所については従来どおり、償還払い方式のみによる。 

４ 登録事業所一覧は、市及び区の窓口で配布するとともに、市介護保険管理課ホームページに

掲載する。 

 

 

 

 

 

 

被保険者 

施工事業者 介護保険室 

① 
② ③ 

④ 

① 

② 
③ 

④ 
施工事業者 

被保険者 

介護保険室 
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Ⅳ 住宅改修の手順（償還払い・受領委任払い） 

１ 被保険者が住宅改修を希望 

住宅改修を希望する被保険者や家族からケアマネジャーに相談、あるいはケアマネジャーか

らの提案等により、住宅改修を行うことを決定します。 

 

２ 住宅の所有者の承諾 

  改修を行う住宅の所有者が被保険者以外の場合、所有者の承諾書が必要となります。 

（同居の家族名義の場合、家族関係が証明できれば承諾書の添付は不要です。） 

承諾書は工事前の申請の際に必要となります。 

 

３ 必要に応じ、区介護保険室へ確認 

  被保険者の住宅改修費の支給残額が不明な場合や、工事内容が介護保険で対象となるか不明

な場合は、事前に担当のケアマネジャーや区介護保険室の住宅改修担当に必ず確認してくださ

い。（工事内容が分かるもの（図面や写真等）があるとスムーズです。） 

 

４ 住宅改修が必要な理由書の作成 

工事前の申請の際に必要となる書類です。 

被保険者の希望・身体状況・生活習慣・生活動線・住宅の状況・福祉用具の導入状況などを

総合的に勘案し、必要性を認めたうえで具体的にどのような工事を行うかを決定するもので、

基本的にはケアマネジャーが作成することとなっています。（P.３９-４０、記入例P.５３-５４） 

  ケアマネジャー以外では、福祉住環境コーディネーター検定試験 2 級以上の者、作業療法士

などによる理由書の作成が認められていますが、その場合であっても担当ケアマネジャーと連

携をとりながら住宅改修を進める必要があります。 

これは、介護保険の他のサービスと組み合わせて利用することで、本人の自立支援や家族等に

よる介護の支援のため、より有効な住宅改修とすることができるからです。 

 ※この場合は、必ず担当ケアマネジャー本人による調整同意済欄への署名（または記名押印） 

をもらってください。 

  なお、ケアマネジャー等が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず住宅改修

工事を請け負い、施工事業者に一括下請けさせたり、施工事業者から仲介料・紹介料を徴収す

ることなどは認められません。 

 

５ 施工事業者への工事依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還払いの場合） 

償還払いによる住宅改修を行う

施工事業者については、特に指定等

はありません。本人または家族の判

断により選定することとなります。 

工事の依頼を受けた施工事業者

は、工事費見積書を作成します。 

（受領委任払いの場合） 

 「介護保険住宅改修費 受領委任払取扱登録事業所 

一覧」に掲載された事業所を被保険者が選択します。 

 工事の依頼を受けた登録事業所は、工事費見積書

を作成します。なお、選択にあたって複数の事業所

に見積りを依頼することがありますので、登録事業

所はこれに応じなければなりません。 
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※ 工事費見積書 

平成３０年８月１日より国において標準見積様式が定められました。（P.3８、記入例 P.５２） 

ただし、標準見積様式と同等の内容が記載されている場合には、様式は問いません。 

なお、不足する項目がある場合には、見積書の他に、標準見積様式を内訳書として作成し

てください。 

 

改修を行う箇所・内容ごとの内訳のわかるものが必要です。 

介護保険対象外工事もあわせて行う場合は、その内訳も記載します。その際、諸経費など

対象工事と共通の費用については按分するなど、適正に分ける必要があります。 

また、既製品を使用する場合には、製品番号の記入又は使用する製品のカタログを添付し

てください。 

最終的に消費税も含め、対象工事と対象外工事の額が明確にわかるように作成して下さい。 

なお、工事費見積書の作成に当たり費用がかかる場合は事前に被保険者に了承を得てくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 工事内容の確認 

  住宅改修が必要な理由書、施工事業者が作成した工事見積書を踏まえ、被保険者等・ケアマ

ネジャー等・施工事業者の三者で工事内容を確認します。 

 

８ 工事前写真の撮影 

工事前の申請の際に必要となります。改修を行うすべての箇所の写真が必要です。 

  撮影日がわかるよう写真の中に日付を入れてください。 

  居室部分・廊下部分など、改修する場所が確認できるように撮影してください。 

  段差解消等、改修後に位置や高さ等が改善する部分は、スケールを当てて撮影してください。 

  手すり取り付け工事については、取り付け箇所にテープ等を張って撮影していただくか、写 

真に直接線を描いて、取り付け箇所がわかるようにしてください。 

注意写真代については、住宅改修費の支給対象費用に含めることはできません。 

６ 施工事業者による被保険者の資格等の確認 

   被保険者の選択により施工の依頼を受けた事業者は、「介護保険被保険者証」の提示を

求める等、対象者についての確認を行います。（P.１１） 

確認事項 

（１）P．2：「Ⅱ 介護保険住宅改修費支給の条件」の対象者に該当するか 

  「介護保険被保険者証」の住所・氏名・要介護状態区分等・認定の有効期間の各欄に 

より確認します。また、ケアマネジャーの有無についても「居宅介護支援事業者及び 

その事業者の名称」の欄により確認します。 

（２）支給可能な限度額はいくらか 

   被保険者によっては、以前に支給額の全部または一部を利用済みの場合があります。

担当のケアマネジャー等に確認してください。 

（３）被保険者が受領委任払いを希望する場合：受領委任払いが利用可能か 

   給付制限の「支払方法の変更」及び「給付額の減額」のいずれにも該当しないこと 

を「介護保険被保険者証」の給付制限の欄で確認します。 
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９ 住宅改修の予定の状態がわかる図面等の作成 

  工事前後の申請の際に必要となります。改修を行うすべての箇所の図面が必要です。 

  手すりの取り付け工事においては、平面図や写真で詳細が確認できない場合には、位置 

を示す立面図、展開図、段差解消の工事においては、断面図が必要となります。  

 

１０ 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書の作成（P.3７、記入例P.５１） 

 

１１ 工事前提出書類を区介護保険室へ提出（事前申請）（P.9） 

申請書類に不備がないか再度確認したうえで申請をしてください。内容の不備や調査の実施等 

により審査に時間がかかることがありますので、申請は時間に余裕を持って行ってください。 

 また、申請書の提出を代行する場合は、その旨を明示してください。 

  注意・ 身体状況から緊急の住宅改修を必要とされている方の申請は、事前にお申し出ください。 

・ 同じ住宅に2名以上の対象者がいる場合、それぞれ２０万円まで利用できますが、申請 

はそれぞれ別に必要になります。なお、工事箇所の重複はできません。 

・ 見積書の作成において、浴室にユニットバスを設置する場合は、床、扉・浴槽・天井・ 

壁など箇所ごとに分け、按分等適切な方法により費用を算出し、明記してください。 

また、住宅改修対象外の工事を併せて行う場合、介護保険対象部分を明記してください。 

 

１２ 区の介護保険室から「介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ」を送付 

   工事前申請書類を区介護保険室で確認し、保険給付の対象範囲の見込みについて、被保険 

者宛に郵送にて通知します。（P.５５） 

被保険者がこの通知を受取後、対象範囲を確認したうえで、施工事業者は着工します。 

この通知は、介護保険住宅改修費について支給を決定する通知ではありません。 

（工事後に提出する書類等により、内容を確認したうえで支給決定します。） 

 

１３ 工事着工 

   「確認のお知らせ」送付後に工事内容を変更する場合は着工前に必ず「介護保険住宅改修変 

更届出書」を提出してください。（P.４１、記入例P.５６） 

注意・ 予定していた改修を一部取りやめる場合は、完了届の際に変更欄へ記載してください。 

・ 「確認のお知らせ」送付後に変更があるにもかかわらず変更届出がない場合、支給を受

けられないことがあります。 

・  介護認定申請中に事前申請をし、認定結果が「非該当」となった場合、または、入院（入

所）中に事前申請をし、退院（退所）できなかった場合は、対象外となります。 

※ 事前申請後に入院（入所）し、退院（退所）できなかった場合も、対象外となることがあります。  

 

１４ 工 事 完 了 

 

１５ 工事後（中）写真の撮影 

   工事後の申請の際に必要となります。改修を行ったすべての箇所の写真が必要です。 

   撮影日がわかるよう写真の中に日付を入れてください。 

   完成後の状態が確認できるよう、工事前写真とできるだけ同じ位置から撮影してください。 

   段差解消等、改修後に位置や高さ等が改善した部分は、スケールを当てて撮影してください。 

スロープ工事等、完了後に目視できない部分の施工については、転圧後の下地やワイヤメッ 

シュ設置後等の工事過程がわかる写真も撮影して下さい。 
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１６ 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書の作成 

 

 

 

 

 

 

１７ 工事費の支払い及び領収証・工事費内訳書の発行 

 

 

 

 

 

 

領  収  証 － 被保険者本人に宛てたものが必要となります。介護保険対象外工事もあわせて

行った場合は、その費用を含んでいても構いません。 

        手付金等の工事着工前の領収書については、一切認めません。 

また、工事完了前の前金払い及び中間払いについても、一切認めません。 

                 注意 領収証の印紙代については、住宅改修費の支給対象費用に含めることは 

できません。 

工事費内訳書 － 改修を行った箇所・内容ごとの内訳がわかるものが必要です。 

         工事前の申請の際に提出したものから変更がない場合、同じ内容で構いませ

ん。 

※ 工事後の申請の際には領収証及び工事費内訳書が必要となります。 

 

１８ 区介護保険室へ工事後の申請（完了届）（P.9）（P.４２、記入例P.5７） 

 

  工事後すみやかに、工事後の申請に必要な書類を揃え、区介護保険室に提出します。 

 また、申請書の提出を代行する場合は、その旨を明示してください。 

  注意 対象者が工事の途中でお亡くなりになった場合は、死亡時に完了している部分までに係る 

経費が給付対象となります。 

 

１９ 給付費の支給 

 

 

 

 

 

※ 「支給決定通知書」は、被保険者あてに郵送にて通知します。 

※ 工事後の申請から給付費の振り込みまで、通常１～２か月程度かかります。 

※ 支給申請に係る時効は、領収日の翌日から２年間となっています。 

 

※請求書は支払方法によって異なります。 

 （償還払い） 

償還払い用の請求書を使用します。（P.44-45、記入例P.59-60） 

 （受領委任払い） 

  受領委任払い用の請求書を使用します。（P.４３、記入例P.５８） 

受領委任払いの場合は、被保険者と登録事業所の間で、住宅改修費の受領に関する委任 

が必要です。委任は請求書の作成により行います。 

（償還払いの場合） 

被保険者から、工事費総額の支払いを受けた

施工事業者は、領収証及び工事費内訳書を被保

険者に発行します。 

 

（受領委任払いの場合） 

 被保険者から、工事費総額から介護保険 

給付額を除いた額の支払いを受けた施工事 

業者は、支払いを受けた額の領収書及び工 

事費総額の内訳書を被保険者に発行します。 

（償還払いの場合） 

介護保険室で支給の可否を決定後、承認さ

れたものについて支給の手続きをし、被保険

者に給付します。 

 

（受領委任払いの場合） 

 介護保険室で支給の可否を決定後、承認さ

れたものについて支給の手続きをし、委任を

受けた登録事業所に給付します。 
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Ⅴ 支給申請に必要な書類  

工事前申請時 

１ 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（P.3７、記入例P.５１） 

２ 工事費見積書（P.3８、記入例P.５２） 

３ 住宅改修が必要な理由書（P.３９-４０、記入例P.５３-５４） 

※ ケアマネジャー以外の資格で理由書を作成した場合は、その資格を有す 

ることを証明するもの（資格者証・合格証など）のコピーも添付してくだ 

さい。 

４ 工事予定箇所の写真（日付入り） 

５ 住宅改修の予定の状態がわかる図面等 

６ 住宅の所有者の承諾書 

    ※ 借家の場合等、住宅の持ち主が本人でない場合に必要です。 

（同居の家族名義の場合、家族関係が証明できれば承諾書の添付は不要です。） 

工事後申請時 

 １ 介護保険住宅改修完了届（P.４２、記入例P.5７） 

 ２ 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書（P.44-45、記入例P.59-60） 

※ 受領委任払いの場合は、【受領委任払用】の請求書を使用（P.４３、記入例P.5８） 

３ 領収証（被保険者本人宛てのもの） 

４ 工事費内訳書 

５ 工事完了箇所の写真（日付入り） 

６ 完了後の状態がわかる図面等 

 

千葉市介護保険管理課ホームぺージ  

「申請書ダウンロード」 

http://www.city.chiba.jp/kurashi/hoken/kaigohoken/sonota/shinseyoshiki/index.html 
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Ⅵ 受領委任払いに関する注意点 

   

  介護保険の他のサービスを提供する事業者と違い、介護保険の住宅改修を行う施工事業者に

ついては、都道府県や政令指定都市、中核市の指定を受ける必要はありません。つまり、介護

に係る住宅改修の経験や知識の少ない事業者や、制度を巧みに利用して不正な工事を行う事業

者が参入しやすい仕組みとなっています。 

  千葉市では平成１９年１０月より住宅改修費の受領委任払いが可能となり、これに携わる施

工事業者は、市の登録を受けることになります。千葉市の登録事業所にあっては、受領委任払

い利用の有無に関わらず、利用者の信頼を損ねることのないよう次のことに留意し業務を行っ

てください。 

  

  １ 介護保険制度の趣旨を十分理解し、適正な住宅改修を行うこと。 

 

  ２ 利用者に対しては、改修目的・改修内容・工事費用の内訳・支払方法（償還払い、受領

委任払い）・最終的な自己負担額などについて十分説明し理解を得ること。 

 

  ３ 利用者との契約は、書面により取り交わすこと。 

 

  ４ 利用者、特に高齢者に対して次のような行為は慎むこと。 

（１）「介護保険の住宅改修」の制度の内容について十分に説明することなく営業の手段と

して使い、制度の対象とならない利用者に対して、あたかも利用が可能であるかの様に

期待を持たせることにより、契約を取り付けようとする行為 

（２）市の登録事業所であると自ら名乗ることで、「介護保険住宅改修費受領委任払取扱登

録事業所」についての趣旨を理解していない利用者に根拠のない安心感をいだかせるこ

とにより、契約を取り付けようとする行為 

（３）その他、利用者の誤解を招くことにより不当に利益を得ようとする行為 
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【受領委任払取扱事業所登録について】 

Ⅰ 介護保険住宅改修に係る受領委任払取扱事業所登録の手順 

 

１ 「住宅改修費の受領委任払いに関する説明会兼住宅改修に関する研修会」 

  現在、皆さんが参加している説明会です。登録を希望する事業所に在籍する役員又は従業者

がこの説明会に出席していない事業所は、登録申請を行っても、その登録は認められません。  

この説明会の資料の内容は、必ず社内で共有し、介護保険住宅改修に関わる社員全員に周知

徹底してください。 

 

２ 登録申請 

  「介護保険住宅改修費受領委任払いに係る承諾書兼登録申請書」に不備があり、補正が必要

になった事業所については、２月２８日（金）までに再提出をお願いします。期限までに提出

できない場合は、次回の登録となります。 

   

※ 登録する事業所の設置者の代表者以外の名義の口座を登録する場合には、委任状（Ｐ.３２）

を添付してください。 

 

  申請書裏面には、以下の承諾事項が記載されています。この内容に承諾するかどうか十分に

検討のうえ申請を行ってください。 

【承諾する内容】 

１ 介護保険の対象となる住宅改修の提供に関しては、関係法令及び千葉市介護保険

住宅改修費に係る受領委任払実施要綱（以下「要綱」という。）等を遵守すること。 

２ 市長が、要綱第３条第２項の規定により、介護保険住宅改修費受領委任払取扱登

録事業所一覧（以下「登録事業所一覧」という。）に登録し、及び居宅要介護被保

険者等に対し事業所に係る情報提供を行うこと。 

３ 要綱第８条第１項各号のいずれかに該当するときは、市長は、事業所登録を取り

消すこと。また、同条第４項に掲げる事項及び取消事由を公表すること。 

４ 千葉市が実施する新規説明会、更新説明会並びにその他住宅改修に関する研修会

に出席すること。 

５ 市長が、要綱第９条第１項の規定により、口頭、文書又は実地による調査を行う

こと。 

６ 居宅要介護被保険者等から苦情があった場合は、事実関係を確認するため、必要

に応じて訪問等を行い、当該居宅要介護被保険者等の立場を考慮しながら、円滑か

つ迅速に苦情解決に努めること。また、登録事業所及び設置者において処理し得な

い内容についても行政窓口関係機関との協力により適切な対応を行うこと。 

   ※「千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱」（P.18－2５）を参照のこと。 
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３ 登録事業所可否決定通知書の受理 

  申請に基づき、審査した結果を千葉市介護保険管理課から事業所の設置者へ送付します。受

理したらすぐに内容を確認し、訂正等ある場合には、早急に千葉市介護保険管理課に連絡くだ

さい。 

  返戻等で送達事実が確認できない場合は実態調査の上無効とします。 

  「介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所可否決定通知書」は、当該事業所の登録の

有効期間中は、必ず保管しておいてください。（P.３３） 

  登録が認められた事業所については、当該決定通知発送後、千葉市の「介護保険住宅改修費

受領委任払取扱登録事業所一覧」に掲載されます。登録事業所一覧は、千葉市介護保険管理課

及び区介護保険室窓口で配布するほか、千葉市介護保険管理課のホームページにも掲載します。 

 

４ 介護保険住宅改修費受領委任払いの実施（新規登録の場合のみ） 

  ３の決定通知書に記載された有効期間の初日（通常、説明会の翌月の１日）より後に介護保

険住宅改修の事前申請を行うケースについて、受領委任払いを行えます。（※完了届の提出が、

有効期間の初日以後であったとしても、事前申請が、それ以前であった場合には受領委任払い

は行えません。） 

 

  ・有効期間が令和７年４月１日からの場合 

ア 事前申請令和７年３月３１日、完了届令和７年４月３０日 → × 受領委任払い不可 

イ 事前申請令和７年４月１日、完了届令和７年４月３０日 → ○ 受領委任払い可 

 

Ⅱ 有効期間と更新について 

 

１ 登録の有効期間 

説明会に参加した日の属する月の翌月１日から翌年度の３月末日（最長２４か月） 

    例：令和７年３月の説明会に参加し、登録決定した場合 

→令和７年４月１日～令和９年３月３１日 

２ 登録の更新について 

  事業所登録の更新を行う場合には、事業所登録の有効期間の満了する前に、登録更新説明会

兼研修会に出席してください。 

  登録更新説明会兼研修会の開催については、対象事業所に対して事前に通知します。 

  更新された事業所登録の有効期間は、登録更新説明会兼研修会に出席した日の属する年度の

翌年度の４月１日から２年間です。 

   例：令和７年２月の更新説明会に参加した場合 

→令和７年４月１日～令和９年３月３１日 

  ※不参加の場合は、有効期間の満了する前までに完了届を提出しない場合、償還払いです。 
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Ⅲ 事業所登録の取消しと調査 

 

１ 登録取消し事由 

  以下の取消し事由のいずれかに該当した場合には、事業所登録を取り消します。取消にあた

っては、「介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所取消決定通知書」を千葉市介護保険管

理課から事業所へ送付します。（P.３６）なお、この取消しを受けた事業所及び当該取消し事業

所と設置者が同一である事業所は、登録取消日から２年を経過するまでの間、事業所登録と登

録の更新を受けられません。また、登録を取消された事業所については、事業所名等、登録事

業所一覧に記載された内容と取消し事由（千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要

綱第８条第４項に定める内容）を千葉市介護保険管理課ホームページ等で公表します。 

 

 【取消し事由】（要綱第８条第１項に定める内容） 

① 不正の手段により事業所登録を受けたとき。 

② 受領委任払いに係る請求に関し、不正があったとき。 

③ 市長の調査を拒否又はこれに虚偽の回答をしたとき、又は是正措置を正当な理由がなく

拒否したとき。 

④ その責めに帰すべき事由により、居宅要介護被保険者等の財産を傷つけたとき。 

⑤ 正当な理由なく受領委任の申し込みを拒否したとき。 

⑥ 介護保険制度における住宅改修の基準を守らなかったとき。 

⑦ 介護保険法上の実地指導等を拒否したとき又はこれに虚偽の回答をしたとき。 

⑧ 介護保険法に規定する市長の権限の行使を拒否又は虚偽の回答をしたとき。  

⑨ 不正な手段により被保険者の委任を受けたとき。 

⑩ 住宅改修理由書の作成に関し不正な手段で関与したとき。 

⑪ 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止、若しくは千葉市建設工

事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外を受けたとき。 

  ⑫ 被保険者本人等が望まない介護保険制度の手続き等を事業所が強要したことを確認した

とき。 

  ⑬ 千葉市高齢者・障害者住宅改修事業者登録の抹消処分を受けたとき。 

  ⑭ 設置者が同一である他の登録事業所が事業所登録の取消しを受けたとき。 

  

２ 市による調査 

  住宅改修による苦情が寄せられたり、住宅改修理由書の内容に違反するような住宅改修

が行われたと認められるようなケースについて、市が必要と認めるときは、実地等で調査

を行い、必要に応じて是正措置を講ずるよう要請します。当該調査を拒否したり、虚偽の

回答をしたり、是正措置を正当な理由がなく拒否した場合には、事業所登録取消しの対象

となります。 
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Ⅳ その他 

 

１ 制度改正等の情報 

  介護保険住宅改修における制度改正等が国から通知された際には、千葉市介護保険管理

課のホームページに掲載いたします。そのため、定期的にホームページをご確認いただき

ますよう、お願いいたします。 

 

２ 登録・更新以外の研修会 

  登録・更新に係る説明会以外に、住宅改修に関する研修会を行う場合があります。その

際は、当該研修会にご出席いただきます。 

 

３ 登録内容の変更及び事業所の廃止・休止・再開 

  以下の様式により早急に届け出てください。 

①「介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所に係る変更届出書」 

（P.3４、記入例 P.4９） 

→「介護保険住宅改修費受領委任払いに係る承諾書兼登録申請書」の内容に変更があ

った場合 

 

  ②「介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所（廃止・休止・再開）届出書」 

（P.３５、記入例 P.５０） 

     →事業所が廃止、休止又は再開した場合 

 

  ※千葉市の債権者登録や事業所指定の届出とは別に、別途手続きが必要となりますので、ご

注意ください。 

  ※工事中のものがある場合においても、休廃止日の前までに完了届を提出しないと受領委任 

払いは行えません。 

 

 

 

千葉市介護保険管理課ホームぺージ  

http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/ 

 

 



（写） 
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平成２２年５月２６日 

 

住宅改修費受領委任払取扱登録事業者 御中 

 

千葉市保健福祉局高齢障害部 

介 護 保 険 課 長 

 

 

介護保険住宅改修費の支給に係る実地調査の開始について 

 

日頃より、本市の介護保険事業の推進にご協力いただきありがとうございます。 

さて、本市では、平成２２年６月から、介護給付適正化事業の一環として、下記のとお

り介護保険住宅改修費の支給に係る一部の工事に施工前・後の訪問調査を導入いたします。 

つきましては、調査の対象となった場合、施工前の調査が終了するまで着工をお待ちい

ただくことになりますが、より適正に介護保険住宅改修費の支給を行うため、ご協力いた

だきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 調査事項 

  以下の事項について施工前・後に訪問調査を行います。 

（１） 介護保険住宅改修費の支給要件を満たしていること。 

（２） 介護保険住宅改修費の支給申請の内容と相違なく適切に施工していること。 

（３） その他必要と認める事項 

 

２ 対象工事の選定 

  工事の金額、内容等により選定します。 

 

３ 調査員 

  平成２２年度においては、本市と委託契約をした千葉市住宅供給公社の職員が行いま

す。 

 

４ その他 

  申請時の混雑状況等により、調査の実施に時間を要する場合がありますので、御了

承ください。 

 

担当：業務係 

TEL：043（245）5061 

FAX：043（245）5623 
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千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱  

 

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者

又は法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者 (以下「居

宅要介護被保険者等」という。 )から委任を受けて、法第４５条

第１項に規定する居宅介護住宅改修費及び第５７条第１項に規定

する介護予防住宅改修費 (以下単に「住宅改修費」という。 )の受

領（以下「受領委任払い」という。）を行う事業所の登録等の手

続きに関し、必要な事項を定めるものとする。  

（登録の申請等）  

第２条  法第４５条第１項及び第５７条第１項に規定する住宅改修

(以下「住宅改修」という。 )を行う事業所の設置者（以下「設置

者」という。）であって、設置する事業所がこの要綱に基づき受

領委任払いを行うために市長の登録 (以下「事業所登録」とい

う。 )を受けようとするものは、介護保険住宅改修費受領委任払

いに係る承諾書兼登録申請書 (様式第１号 )により市長に申請しな

ければならない。  

２  前項の規定による申請をした設置者は、登録を希望する事業所

ごとに、市が行う住宅改修費の受領委任払いに関する説明会兼住

宅改修に関する研修会（以下「新規説明会」という。）に、当該

事業所に在籍する役員又は従業者を出席させなければならない。  

 （登録の決定等）  

第３条  市長は、前条第１項の規定による事業所登録の申請があっ

た場合において、登録を希望する事業所に在籍する役員又は従業

者が同条第２項の新規説明会に出席したときは、その内容を審査

し、登録の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修費受領委任

払取扱登録事業所可否決定通知書 (様式第２号 )により、当該申請

をした者に通知するものとする。  

２  市長は、前項の規定により登録決定された事業所（以下「登録

事業所」という。）について、介護保険住宅改修費受領委任払取

扱登録事業所一覧（以下「登録事業所一覧」という。）に次の各

号に掲げる事項を登録し、居宅要介護被保険者等、法第４６条第

１項に規定する指定居宅介護支援事業者及び第５８条第１項に規
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定する指定介護予防支援事業者等に対し、登録事業所に係る第５

号から第１２号に掲げる事項について書面及び千葉市ホームペー

ジへの掲載の方法により情報提供を行うものとする  

（１）設置者の名称  

（２）設置者の代表者職氏名  

（３）設置者の所在地  

（４）設置者の連絡先  

（５）登録番号  

（６）登録事業所の名称  

（７）登録事業所の代表者職氏名  

（８）登録事業所の所在地   

（９）登録事業所の連絡先  

（１０）登録事業所の営業日・営業時間  

（１１）利用者からの苦情処理のために講じる措置  

（１２）登録の有効期間  

（１３）設置者の代表者印  

（１４）登録事業所の代表者印  

（１５）住宅改修費の指定振込先口座  

（登録の有効期間 )  

第４条  前条の規定により決定された事業所登録の有効期間は、新

規説明会に出席した日の属する月の翌月初日を有効期間開始日と

し、有効期間開始日が属する年度の翌年度末日を有効期間満了日

とする。  

 （登録の更新）  

第５条  設置者は、事業所登録の更新にあたり、有効期間の満了す

る前に、介護保険住宅改修費受領委任払いに係る承諾書兼登録申

請書 (様式第１号 )により市長に申請しなければならない。また、

事業所登録の更新の申請をした設置者は、登録の更新を希望する

事業所ごとに、市が行う登録更新説明会兼研修会（以下「更新説

明会」という。）に、当該事業所に在籍する役員又は従業者を出

席させなければならない。  

２  市長は、前項の規定による事業所登録の更新の申請があった場

合において、登録の更新を希望する事業所に在籍する役員又は従

業者が前項の更新説明会に出席したときは、その内容を審査し、

登録の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修費受領委任払取

扱登録事業所可否決定通知書 (様式第２号 )により、当該申請をし
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た者に通知するものとする。また市長は、登録更新が決定された

事業所について、登録事業所一覧に第３条第２項に掲げる事項を

登録し、居宅要介護被保険者等、法第４６条第１項に規定する指

定居宅介護支援事業者及び第５８条第１項に規定する指定介護予

防支援事業者等に対し、登録事業所に係る第５号から第１２号に

掲げる事項について情報提供を行うものとする。  

３  前項の規定により更新された事業所登録の有効期間は、更新説

明会に出席した日の属する年度の翌年度の４月１日から２年間と

する。  

(登録事業所の責務 ) 

第６条  登録事業所は、関係法令及びこの要綱を遵守するととも

に、居宅要介護被保険者等が、可能な限り居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、そ

の心身及び住宅の状況等を踏まえた適正な住宅改修を行うよう努

めなければならない。  

２  登録事業所は、第２条第２項に規定する新規説明会及び第５条

第１項に規定する更新説明会の他に、市が住宅改修に関する研修

会を行うときは、登録事業所に在籍する役員又は従業者を出席さ

せなければならない。  

 (変更等の届出等 ) 

第７条  設置者は、第３条第２項各号に定める登録事項（登録の有

効期間を除く。）を変更しようとするときは介護保険住宅改修費

受領委任払取扱登録事業所に係る変更届出書（様式第３号）によ

り、市長に届け出なければならない。  

２  設置者は、登録事業所が住宅改修の施工又は受領委任払いの事

業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、介護保険住

宅改修費受領委任払取扱登録事業所（廃止・休止・再開）届出書

(様式第４号 )により、市長に届け出なければならない。  

３  市長は、前２項の規定による届出があった場合は、登録事業所

一覧の登録事項の変更又は住宅改修の施工若しくは受領委任払い

の事業の廃止、休止若しくは再開について登録事業所一覧に記載

するものとする。  

(登録の取消等 ) 

第８条  市長は、設置者又は登録事業所が次の各号のいずれかに該

当するときは、事業所登録を取り消すものとする。  

(１ ) 不正の手段により事業所登録を受けたとき。  
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(２ ) 受領委任払いに係る請求に関し不正があったとき。  

(３ ) 次条第１項の規定による市長の調査を正当な理由がなく拒否

し、若しくはこれに虚偽の回答をし、又は同条第２項の是正措

置を正当な理由がなく拒否したとき。  

(４ ) その責めに帰すべき事由により居宅要介護被保険者等の財産

を損壊し、又は滅失したとき。  

(５ ) 居宅要介護被保険者等から受領委任払いを求められた場合に

おいて、正当な理由がなく、これを拒否したとき。  

(６ ) 第６条の規定に著しく違反したと認められるとき。  

(７ ) 法第２３条に規定する文書その他の物件の提出若しくは提示

の依頼若しくは当該職員による質問若しくは照会の求めを拒否

し、又はこれらに対し虚偽の回答をしたとき。  

(８ ) 法第４５条第８項に規定する市長の権限の行使を拒否し、又

はこれに虚偽の回答をしたとき。  

(９ ) 不正の手段により第１１条第１項の委任を受けたとき。  

(10) 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第７５

条第１項第３号及び第９４条第１項第３号に規定する住宅改修

について必要と認められる理由が記載されている書類（以下

「住宅改修理由書」という。）の作成に不正の手段により関与

したとき。   

(11) 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８

月１日施行）に基づく指名停止又は千葉市建設工事等暴力団対

策措置要綱（平成１１年１２月１日施行）に基づく指名除外を

受けたとき。  

（ 12）被保険者本人等が望まない介護保険制度の手続き等を事業所

が強要したことを確認したとき。  

（ 13）千葉市高齢者・障害者住宅改修事業者登録の抹消処分を受け

たとき。  

（ 14）設置者が同一である他の登録事業所が事業所登録の取消しを

受けたとき。  

２  前項の規定による事業所登録の取消しは、登録事業所一覧から

登録事項を抹消することにより行う。この場合において、市長

は、取消しを受けた事業所の設置者に対し、介護保険住宅改修費

受領委任払取扱登録事業所取消決定通知書（様式第５号）によ

り、通知するものとする。  
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３  市長は、第１項各号の規定により事業所登録を取り消した事業

所（以下「取消事業所」という。）及び取消事業所と設置者が同

一である他の事業所については、事業所登録取消日から２年を経

過するまでの間、事業所登録及び事業所登録の更新を行わないも

のとする。  

４  市長は、第１項の規定により事業所登録を取り消した事業所に

ついて、第３条第２項第１号から第３号及び第５号から第８号に

定めた事項及び取消事由を公表するものとする。  

５  前項の規定による公表は、市介護保険管理課及び各区高齢障害

支援課介護保険室における閲覧並びに千葉市ホームページへの掲

載の方法により行うものとする。  

 （調査等）  

第９条  市長は、この要綱の施行に関し、必要があると認めるとき

は、口頭、文書又は実地による調査を行うものとする。  

２  市長は、前項の調査により、千葉市介護保険規則（平成１２年

千葉市規則第７４号）第２３条に規定する住宅改修費の支給申請

の際に提出された住宅改修理由書の内容に違反する、又は不適切

な住宅改修が行われたと認めたときは、登録事業所の設置者に対

し、必要に応じて是正措置を講ずるよう要請するものとする。  

 （領収証等）  

第１０条  登録事業所は、住宅改修費その他の住宅改修に要した費

用の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護被保険者等

に対し、領収証及び現に要した費用の内訳書を交付しなければな

らない。  

２  前項の領収証及び内訳書には、住宅改修に要した費用につい

て、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、住

宅改修費に係る費用の額とこれを除く住宅改修に要した費用の額

とを区分して記載しなければならない。  

（住宅改修費の支給）  

第１１条  居宅要介護被保険者等が登録事業所から住宅改修の施工

を受け、かつ、当該居宅要介護被保険者等が当該登録事業所に対

し住宅改修費の受領の委任を行ったときは、登録事業所は、当該

居宅要介護被保険者等が当該登録事業所に支払うべき当該住宅改

修に要した費用について、住宅改修費として当該居宅要介護被保

険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護

被保険者等に代わり、その支払を受けることができる。  
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２  前項の規定による登録事業所に対する支払があったときは、居

宅要介護被保険者等に対し住宅改修費の支給があったものとみな

す。  

 （居宅要介護被保険者等の資格等の確認）  

第１２条  登録事業所は、住宅改修を行うにあたり、居宅要介護被

保険者等が提示する介護保険被保険者証又は介護保険資格者証に

より被保険者の資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有

効期間を確認しなければならない。  

（委任状の交付 ) 

第１３条  居宅要介護被保険者等は、登録事業所に第１１条第１項

の委任をしようとするときは、当該登録事業所に対し、委任状を

交付しなければならない。  

（住宅改修に係る住宅改修費の受領の委任の制限）  

第１４条  居宅要介護被保険者等は、当該居宅要介護被保険者等が

次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、登録事業所

に対し、住宅改修費の受領の委任を行うことができない。  

(１ ) 法第６６条第１項又は第２項の規定により被保険者証に支払

方法変更の記載がされている場合  

(２ ) 法第６７条第１項又は第２項の規定により保険給付の全部又

は一部の支払を一時差し止められている場合  

(３ ) 法第６８条第１項の規定により被保険者証に保険給付差止の

記載がされている場合  

(４ ) 法第６９条第１項の規定により被保険者証に給付額減額等の

記載がされている場合  

 （守秘義務）  

第１５条  設置者及び登録事業所の役員及び従業者は、業務上知り

得た居宅要介護被保険者等、その家族等の秘密を漏らしてはな

らない。また、その職を退いた後も、同様とする。  

(補則 ) 

第１６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉

局高齢障害部長が別に定める。  

附  則  

（施行期日 ) 

１  この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  
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２  第１２条の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後の規則第７５条第１項及び第９４条第１項に規定する

住宅改修費の支給の申請（以下「申請」という。）から適用し、

施行日前の申請については、なお従前の例による。  

３  この要綱を施行するために必要な第２条及び第３条（第３項を

除く。）に規定する手続その他の行為は、施行日前においても行

うことができる。  

 附  則  

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調

製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用すること

ができる。  

 附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２９年 1 月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調

製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用すること

ができる。  

 附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則  

（施行時期）  

１  この要綱は、令和元年５月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調

製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用すること

ができる。  

附  則  

（施行時期）  

１  この要綱は、令和５年８月１０日から施行する。  
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（経過措置）  

２  この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調

製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することがで

きる。  
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①  千葉市「介護保険管理課」のトップページから 

 

 

  

② 主なコンテンツ → 介護保険制度のご案内 → 各種様式ダウンロード 
 

 

 

③ 介護事業者が提出する書類（認定・給付） 
 

 

 

制度改正のお知らせは、

このページです。 

クリック 

クリック 
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④ 受領委任払い事業所登録関係書類はこちら 
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⑤ 住宅改修費の支給申請関係書類はこちら 
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様式第１号 

年  月  日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払いに係る承諾書兼登録申請書 

 

 （あて先）千葉市長 

           

 千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱第２条第１項の規定に基づき、「承諾する内容」

の記載事項に同意し、かつ、これを遵守することについて誓約のうえ、介護保険住宅改修費受領委任払

取扱事業所として登録することを申請します。 

※個人事業主の場合等、申請者と登録事業所が同一のときは、登録事業所の名称～連絡先欄の記載は省略

できます。 

※新規申請の場合、登録事業所の登録番号は空欄にしてください。 

※登録事業所の代表者職氏名・印欄には、契約及び請求等に使用する内容及び印を記入・押印してくださ

い。 

  

 住宅改修費の指定振込先口座 

金融

機関

名称 

               銀  行 

               信用金庫 

               信用組合 

               農  協 

支 店 

 

名 称 

             本 店 

             支 店 

             出張所 

口座種目 １.普通 ２.当座 ３.その他（     ） 口座番号  
 

口座名義人 
フリガナ  

名義人  

登録 

番号 
 

申
請
者
（
設
置
者
） 

フリガナ  

名称  

フリガナ  

代表者職氏名・印 印 

所在地 
〒  － 

連絡先 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

登
録
事
業
所 

フリガナ  

名称  

フリガナ  

代表者職氏名・印 印 

所在地 
 〒  － 

連絡先 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

営業日・営業時間  

利用者からの苦情処理のために

講じる措置 
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承 諾 す る 内 容 

 

 

１ 介護保険の対象となる住宅改修の提供に関しては、関係法令及び千葉市介護保険住宅改

修費に係る受領委任払実施要綱（以下「要綱」という。）等を遵守すること。 

 

２ 市長が、要綱第３条第２項の規定により、介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業

所一覧（以下「登録事業所一覧」という。）に登録し、及び居宅要介護被保険者等に対し事

業所に係る情報提供を行うこと。 

 

３ 要綱第８条第１項各号のいずれかに該当するときは、市長は、事業所登録を取り消すこ

と。また、同条第４項に掲げる事項及び取消事由を公表すること。 

 

４ 千葉市が実施する新規説明会、更新説明会並びにその他住宅改修に関する研修会に出席

すること。 

 

５ 市長が、要綱第９条第１項の規定により、口頭、文書又は実地による調査を行うこと。 

 

６ 居宅要介護被保険者等から苦情があった場合は、事実関係を確認するため、必要に応じ

て訪問等を行い、当該居宅要介護被保険者等の立場を考慮しながら、円滑かつ迅速に苦情

解決に努めること。また、登録事業所及び設置者において処理し得ない内容についても行

政窓口関係機関との協力により適切な対応を行うこと。 
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委   任   状   
 

 

令和  年  月  日    

 

 

（あ て 先） 

 

      千 葉 市 長  様 

 

 

委 任 者 所在地（住所） 

 

      商 号（名称） 

 

      代  表  者                     印 

（役職及び氏名）      

 

 

私はつぎの者を代理人と定め，下記事項に関する権限を委任します。 

 

 

受 任 者 所在地（住所） 

 

      商 号（名称） 

   

      役 職 及 び 氏 名                   印 

 

 

 

   委 任 事 項 

 

 介護保険住宅改修費受領委任払いに係る居宅介護住宅改修費又は介護予防住 

宅改修費の受領について 
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様式第２号 

千保介管第  号 

  年 月 日 

介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所可否決定通知書 

 

（申請者（設置者）の名称） 

（ 代 表 者 職 氏 名 ） 様 

 

千葉市長     印 

 

千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱第３条第１項の規定に基づき、下記のとおり決定しまし

たので通知します。 

 

１ 登録の可否 

   （１）登録する   （２）登録しない 

理由： 

 

 

２ 事業所の名称、所在地、代表者職氏名 

名称  

所在地 
 

代表者職氏名  

 

３ 登録番号    

 

 

４ 登録の有効期間 

     年    月    日 ～     年    月    日 
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様式第３号 

年  月  日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所に係る変更届出書 

 

  （あて先）千葉市長 

名 称                         

申請者（設置者） 所 在 地                         

代表者職氏名                        印 

 

千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱第７条第１項の規定に基づき、登録内容の変更を届出

します。        

変更年月日（予定日）  登録番号  登録事業所の名称  

 変更があった事項 変更前の内容 変更後の内容 

申
請
者
（
設
置
者
） 

名称 
  

代表者職氏名・印 印 印 

所在地 
〒  － 〒  － 

連絡先 

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

登
録
事
業
所 

名称 
  

代表者職氏名・印 印 印 

所在地 
〒  － 〒  － 

連絡先 

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

営業日・営業時間   

利用者からの苦情処理の 

ために講じる措置 

  

 

変更後の住宅改修費の指定振込先口座 

金融

機関

名称 

               銀  行 

               信用金庫 

               信用組合 

               農  協 

支 店 

 

名 称 

             本 店 

             支 店 

             出張所 

口座種目 １.普通 ２.当座 ３.その他（     ） 口座番号  
 

口座名義人 
フリガナ  

名義人  

※ 変更のあった項目のみ記入してください。 



（受領委任払い事業所登録3） 
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様式第４号 

年  月  日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所（廃止・休止・再開）届出書 

 

 （あて先）千葉市長 

 

  名 称                         

申請者（設置者） 所 在 地                         

代表者職氏名                        印 

 

次のとおり、（住宅改修の施工・受領委任払い）の事業を(廃止・休止・再開)しますので、

下記のとおり届け出ます。 

 

登録番号  

事業所の名称  

事業所の所在地  

事業所の代表者職氏名  

 

廃止・休止・再開区分 廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 

廃止・休止・再開日   年  月  日 (～    年  月  日) 

廃止・休止・再開する

理由 

 

施工中の住宅改修に対

する措置 

（休止・廃止の場合） 
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様式第５号 

千保介管第  号 

  年 月 日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所取消決定通知書 

 

（申請者（設置者）の名称） 

（ 代 表 者 職 氏 名 ） 様 

 

千葉市長     印 

 

下記の事業所の登録について、千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱第８条第１項の規定に基

づき事業所登録を取り消したので、同条第２項の規定により通知します。 

 

記 

１ 事業所の名称、所在地、代表者職氏名 

名称  

所在地 
 

代表者職氏名  

 

２ 登録番号    

 

 

３ 取消決定日 

    年    月    日 

 

４ 取消事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第23号

〒

（あて先）

 千葉市　　　　　　区長

上記のとおり関係書類を添えて居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申請します。

住所

申請者 電話番号

氏名 　

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

（注）提出代行者本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

注意・　この申請書の裏面に、見積書及び介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる

　　　理由を記載した書類、住宅改修の予定の状態が確認できる書類等を添付してください。　　

　　・　住宅改修が完了した後に、領収証及び完了後の状態が確認できる書類等を提出してください。

　　・　住宅改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、所有者の承諾書も併せて添付

　　　してください。

　　・　次の場合には保険給付の対象外となります。

　　　（３）医療機関又は介護施設等に入院（入所）中に改修し、退院（退所）されずに改修後の住

　　　　　宅で生活されていない場合

　　　　　確認年月日より前に着工している場合

有・無

領収証
確認欄

添付書類
確認欄

申請入力
市助成金
制度

備　　　　　　　　考

市記入欄

住　　 　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　（２）要介護（要支援）認定申請中の方で、認定結果が非該当又は出ない場合

住宅の所有者 本人との関係（　　　　　）

改修の内容
・

箇所及び規模

業者名 　

着工
予定日

　　　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

改 修 費 用

提出代行者
所在地・
名称・

電話番号

　　　（１）本事前申請の結果(「介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ」)に記載の

生 年 月 日 明・大・昭　　　年　　　月　　　日生

被保険者氏名 被保険者番号

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 保険者番号 1 2 1 0
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数量 単位 単価 金額

　（材料費）

　（施工費）

小計

諸経費

合計

消費税

総合計

（※２）名称：　材料費、施工費、諸経費等を分けて記載すること

                                                                                                                                                      (支
給

申
請

 1
-
2
)

（※１）住宅改修の種類：　（１）手すりの取付け（２）段差の解消（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更（４）引き戸等への扉の取替え（５）洋式便器等への便器の取替え
                                   （６）その他住宅改修に付帯して必要となる改修

住宅改修の
種類

（※１）

写真等
番号

算出根拠改修場所 改修部分 名　称（※２） 商品名・規格・寸法等
介護保険対象部分

-
3
8
-



（P１）

住宅改修が必要な理由書
〈基本情報〉

年 性
歳 年 月 日 年 月 日 年 月 日

齢 別

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

保 年 月 日
険
者

＜総合的状況＞
福祉用具の利用状況と住宅改修後の想定

● 車いす □ □

● 特殊寝台 □ □

● 床ずれ防止用具 □ □

● 体位変換器 □ □

● 手すり □ □

● スロープ □ □

● 歩行器 □ □

● 歩行補助つえ □ □

● □ □

● 移動用リフト □ □

● 腰掛便座 □ □

● 特殊尿器 □ □

● 入浴補助用具 □ □

● 簡易浴槽 □ □

● その他

・ □ □

・ □ □

・ □ □

(支
給

申
請

 1
-
3
)

認知症老人徘徊感知機器

利用者の身体状況

介護状況

住宅改修により、
利用者等は日常生活を

どう変えたいか

確認日

作
成
者

要支援

１　・　２

被保険者氏
名

住所

氏　名

評
価
欄

利
用
者

被保険者番
号

（作成者が介護支援
専門員でないとき）

生
年
月
日

明治
大正
昭和

１　・　２　・　３　・　４　・　５

要介護

氏名

要介護認
定（該当に

○）

改修後

現地確認日 作成日

所属事業所

資
格

□男　□女

改修前

連絡先
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（P２）

住宅改修が必要な理由書
＜P１の「総合的状況」を踏まえて、①改善しようとしている生活動作②具体的な困難な状況③改修目的と改修の方針④改修項目を具体的に記入してください。＞
活 ③　改修目的・期待効果をチェックした上で、改修の方針（…することで
動 　　…が改善できる）を記入してください。

□ トイレまでの移動 □ できなかったことをできる □手すりの取り付け
□ トイレ出入口の出入 ようにする （ ）

（扉の開閉を含む） □ 転倒等の防止、安全の確保 （ ）
□ 便器からの立ち座り（移乗を含む） □ 動作の容易性の確保 （ ）
□ 衣服の着脱 □ 利用者の精神的負担や （ ）
□ 排泄時の姿勢保持 不安の軽減 （ ）
□ 後始末 □ 介助者の負担の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　） （ ）
□ 浴室までの移動 □ できなかったことをできる （ ）
□ 衣服の着脱 ようにする （ ）
□ □ 転倒等の防止、安全の確保 □段差の解消
□ 浴室内での移動（立ち座りを含む） □ 動作の容易性の確保 （ ）
□ □ 利用者の精神的負担や （ ）
□ 浴槽の出入（立ち座りを含む） 不安の軽減 （ ）
□ 浴室内での姿勢保持 □ 介助者の負担の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　） □引き戸等への扉の取替え
□ 出入口までの屋内移動 □ できなかったことをできる （ ）
□ 上がりかまちの昇降 ようにする （ ）
□ 車いす等、装具の着脱 □ 転倒等の防止、安全の確保 （ ）
□ 履物の離脱 □ 動作の容易性の確保 □便器の取替え
□ 出入口の出入（扉の開閉を含む） □ 利用者の精神的負担や （ ）
□ 出入口から敷地外までの屋外移動 不安の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　） □ 介助者の負担の軽減 （ ）

□ その他（　　　　　　　　　　）
□ できなかったことをできる （ ）

ようにする （ ）
□ 転倒等の防止、安全の確保 （ ）
□ 動作の容易性の確保 □その他
□ 利用者の精神的負担や （ ）

不安の軽減 （ ）
□ 介助者の負担の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　） （ ）

理由書の作成者が、居宅サービス計画を作成する介護支援専門員と異なる場合の当該介護支援専門員の調整済同意欄
年 月 日

居宅介護支援事業所名

介護支援専門員氏名

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

排
泄

④改修項目（改修箇所）
②　①の具体的な困難な状況（…なので
　　…で困っている）を記入してください

浴室出入り口の出入（扉の開閉を含む）

(支
給

申
請

 1
-
3
)

入
浴

外
出

そ
の
他
の
活
動

①改善しようとしている生活動作

洗い場での姿勢保持（洗体・洗髪を含む）

□滑り防止等のための床材の変更
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(支給申請 1-4) 
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介護保険住宅改修変更届出書  

 

  年   月   日  

（あて先）千葉市    区長  

 

先に申請した介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請について、  

変更がありましたので以下のとおり届け出します。  

申 

請 

者 

被保険者番号   

氏   名  

  

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住   所  

 

 

 

提
出
代
行
者 

所在地・  

名称・  

電話番号  

                   

 

 

                       印  

 

※法人は記名及び代 表取 締役等の印を押印し てく ださい。  

※個人は提出代行者 本人 が手書きしない場合 に 記 名押印してください 。  

変更する住宅改修の内容（内容を具体的に記載してください。）  

 

 

 

 

 

 

 

            

【添付書類】   

１  変更後の見積書  ２  住宅改修の予定の状態が確認できる写真（撮影日入り）  

３  変更後の住宅改修が必要な理由書  ４  その他（変更後の平面図等）  

 

【注意事項】  

支給申請した住宅改修の内容を変更する場合（改修箇所・改修種類の変更等）は  

必ず届け出してください。ただし予定していた改修を取りやめる場合は不要です。  

 



(支給申請 1-5) 
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介護保険住宅改修完了届 

 

  年  月  日 

(あて先)千葉市   区長 

 

先に申請した介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請について、住宅改修が完了したの

で、届け出します。 

申 

請 

者 

被保険者番号  

氏  名 

  

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住  所 

 

 

 

提
出
代
行
者 

所在地・ 

名称・ 

電話番号 

                   

 

 

                       印 

 

※法人は記名及び代表取締役等の印を押印してください。 

※個人は提出代行者本人が手書きしない場合に記名押印してください。 
 

着工年月日      年   月   日 

完成年月日      年   月   日 

改 修 費 用             

 

工
事
内
容 

支給申請書の内容に、       □ 変更なく改修工事が完了しました。 

□ 以下の変更がありました。 

（変更の内容） 

【提出書類】 
１ 介護保険住宅改修費請求書 

２ 領収証（工事費内訳書添付）  

３ 住宅改修の完了後の状態が確認できる書類等（写真（日付入り）、図面等） 

４ その他 

【注意事項】 

「変更確認欄」による変更は、住宅改修の一部が取り止めになったときなど、改修費用が減額したとき

に使用してください。また、変更の内容が確認できる書類等を提出してください。 



(支給申請 1-6) 
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居宅介護 

介護保険          住宅改修費請求書【受領委任払用】 

介護予防 
                      

                                                年    月    日 

                                                        

あて先）千葉市長（       区長） 

                                            

請 求 者 

氏 名 

 

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住 所  

 

  介護保険法第４５条による居宅介護住宅改修費又は同法第５７条による介護予防

住宅改修費として次のとおり請求します。 

 なお、当該給付費の受領については、下記の者に委任します。 

 

金 額 （ １０ 割 ） 
 

円 

 

請求金額（保険者負担額） 円 

 

 

受 任 者 

事業者名 

主たる事務所の所在地 

登録番号 

代表者氏名                            

 

 

                                         

 

 

 

整理番号 

 



（支給申請 1-7） 

- 44 - 

 

居 宅 介 護 

介護保険         住宅改修費請求書 

介 護 予 防 
                      

                                                年    月    日 

                                                        

あて先）千葉市          区長 
 

請 求 者 

氏 名 

 

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住 所  

 

 介護保険法第４５条による居宅介護住宅改修費，または同法第５７条による介護予

防住宅改修費として次のとおり請求します。 

 

金 額 （ １０ 割 ） 円 

請求金額（保険者負担額） 円 

 

振込先 

銀 行 支 店 種 目 口座番号 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

 

本店 

支店 

出張所 

1 普通(通常) 

2 当座(貯蓄) 

3 その他 

 

フリガナ  

口座名義人 
 

 

（注）○振込先は、請求者の銀行口座をお願いします。 

    ○口座名義人が請求者と異なる場合は、委任状が必要です。 

 

 

 

 

 



（支給申請 1-7） 
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委 任 状 

 

 

 

（あて先）千葉市       区長 

 

 

                                   受任者  
 

 

                                  住 所 

 

 

                                  氏 名 

 

 

 

 

私は上記の者を代理人と定め、次の事項の受領に関する一切の権限を委任します。 

 

１．介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費 

 

 

 

 

 

    年    月    日 

 

 

                                     委任者  
 

 

                                  住 所 

 

 

                                  氏 名 
 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。  



（受領委任払い事業所登録1-1） 
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様式第１号 

令和●年●月●日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払いに係る承諾書兼登録申請書 

 

 （あて先）千葉市長 

           

 千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱第２条第１項の規定に基づき、「承諾する内容」

の記載事項に同意し、かつ、これを遵守することについて誓約のうえ、介護保険住宅改修費受領委任払

取扱事業所として登録することを申請します。       

※個人事業主の場合等、申請者と登録事業所が同一のときは、登録事業所の名称～連絡先欄の記載は省略

できます。 

※新規申請の場合、登録事業所の登録番号は空欄にしてください。 

※登録事業所の代表者職氏名・印欄には、契約及び請求等に使用する内容及び印を記入・押印してくださ

い。 

 

 住宅改修費の指定振込先口座 

金融

機関

名称 

               銀  行 

千葉市役所           信用金庫 

               信用組合 

               農  協 

支 店 

 

名 称 

本 店 

千葉         支 店 

出張所 

口座種目 １.普通 ２.当座 ３.その他（     ） 口座番号 １２３４５６７ 
 

口座名義人 
フリガナ カ）チバシヤクショコウムテン チバシテン シテンチョウ チバ ハナコ 

名義人 株式会社 千葉市役所工務店 千葉支店 支店長 千葉 花子 

登録 

番号 
 

申
請
者
（
設
置
者
） 

フリガナ カブシキガイシャ チバシヤクショコウムテン 

名称 株式会社 千葉市役所工務店 

フリガナ ダイヒョウトリシマリヤク チバ タロウ  

代表者職氏名・印 代表取締役 千葉 太郎                    印 

所在地 
〒 ２６０－００１３ 
千葉市中央区千葉港１－１ 

連絡先 

電話番号 ０４３－２４５－５０６１ 

ＦＡＸ番号 ０４３－２４５－５６２３  

メールアドレス kaigohokenkanri.HWS  @ city.chiba.lg.jp 

登
録
事
業
所 

フリガナ カブシキガイシャ チバシヤクショコウムテン チバシテン 

名称 株式会社 千葉市役所工務店 千葉支店 

フリガナ シテンチョウ チバ ハナコ 

代表者職氏名・印 支店長 千葉 花子                       印 

所在地 
 〒 ２６０－００１３ 
千葉市中央区中央４－５－１   

連絡先 

電話番号 ０４３－２２１－２１９８ 

ＦＡＸ番号 ０４３－２２１－２６０２ 

メールアドレス koreishogai.CHU  @ city.chiba.lg.jp 

営業日・営業時間 月、火、木、金、土（祝日、年末年始除く） ９時～１８時 

利用者からの苦情処理のために

講じる措置 

苦情処理窓口を設置し、利用者からの苦情を受け付けた場合には、当該利用
者の担当者以外の職員が利用者の苦情について確認する。 

説明会当日の日付 

※裏面に「承諾する内容」を印刷してください。 

「承諾する内容」に同意できない場合には、申請を行わないでください。 

休業日を記載し、それ以外と

することも可能です。 

例：「水、祝日、年末年始以外」 

両面印刷を指定します。（表面） 

設置者の代表者の印 

登録する事業所の代表者の印 

登録する事業所の設置者の代表者名と異なる名義の口座を

登録する場合には、別添の「委任状」を添付してください。 



（受領委任払い事業所登録1-1） 
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承 諾 す る 内 容 

 

 

１ 介護保険の対象となる住宅改修の提供に関しては、関係法令及び千葉市介護保険住宅改

修費に係る受領委任払実施要綱（以下「要綱」という。）等を遵守すること。 

 

２ 市長が、要綱第３条第２項の規定により、介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業

所一覧（以下「登録事業所一覧」という。）に登録し、及び居宅要介護被保険者等に対し事

業所に係る情報提供を行うこと。 

 

３ 要綱第８条第１項各号のいずれかに該当するときは、市長は、事業所登録を取り消すこ

と。また、同条第４項に掲げる事項及び取消事由を公表すること。 

 

４ 千葉市が実施する新規説明会、更新説明会並びにその他住宅改修に関する研修会に出席

すること。 

 

５ 市長が、要綱第９条第１項の規定により、口頭、文書又は実地による調査を行うこと。 

 

６ 居宅要介護被保険者等から苦情があった場合は、事実関係を確認するため、必要に応じ

て訪問等を行い、当該居宅要介護被保険者等の立場を考慮しながら、円滑かつ迅速に苦情

解決に努めること。また、登録事業所及び設置者において処理し得ない内容についても行

政窓口関係機関との協力により適切な対応を行うこと。 

    

 

 

両面印刷を指定します。（裏面） 片面印刷の場合は割印押印。 



（受領委任払い事業所登録1-2） 
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委   任   状   
 

 

令和●年●月●日   

 

 

（あ て 先 ） 

 

    千 葉 市 長  様 

 

 

委 任 者 所在地（住所） 千葉市中央区千葉港１－１ 

 

    商 号（名称） 株式会社 千葉市役所工務店 

 

    代  表  者 代表取締役 千葉太郎      印 

（役職及び氏名）      

 

私はつぎの者を代理人と定め，下記事項に関する権限を委任します。 

 

 

 

受 任 者 所在地（住所） 千葉市中央区中央４－５－１ 

 

    商 号（名称） 株式会社 千葉市役所工務店 千葉支店 

   

    役 職 及 び 氏 名 支店長 千葉 花子      印 

 

 

 

 委 任 事 項 

 

 介護保険住宅改修費受領委任払いに係る居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の

受領について 

 

 

委任をする方（事業所の設置者） 

委任を受ける方（口座名義人） 

説明会当日の日付 

設置者の代表者の印 

口座名義人の印 

登録する事業所の設置者の代表者名義と異なる口座を登録する場合に使用します。 



（受領委任払い事業所登録2） 
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様式第３号 

令和●年●月●日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所に係る変更届出書 

 

  （あて先）千葉市長 

名 称      株式会社 千葉市役所工務店 

申請者（設置者） 所 在 地        千葉市中央区千葉港１－１ 

代表者職氏名    代表取締役 千葉 太郎  印 

 

千葉市介護保険住宅改修費に係る受領委任払実施要綱第７条第１項の規定に基づき、登録内容の変更を届出

します。        

変更年月日（予定日） 令和●年■月■日 登録番号 ９９９９ 登録事業所の名称 株式会社 千葉市役所工務店 千葉支店 

 変更があった事項 変更前の内容 変更後の内容 

申
請
者
（
設
置
者
） 

名称 
 

 

代表者職氏名・印 千葉 太郎           印 千葉 次郎           印 

所在地 
〒  － 〒  － 

連絡先 

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

登
録
事
業
所 

名称 株式会社 千葉市役所工務店 千葉支店 
株式会社 千葉市役所工務店  
千葉中央支店 

代表者職氏名・印 印       印 

所在地 
〒  － 〒  － 

連絡先 

電話番号   

ＦＡＸ番号   

メールアドレス   

営業日・営業時間   

利用者からの苦情処理の 

ために講じる措置 
  

 

変更後の住宅改修費の指定振込先口座 

金融

機関

名称 

               銀  行 

               信用金庫 

               信用組合 

               農  協 

支 店 

 

名 称 

             本 店 

             支 店 

             出張所 

口座種目 １.普通 ２.当座 ３.その他（     ） 口座番号  
 

口座名義人 
フリガナ  

名義人  

※ 変更のあった項目のみ記入してください。 

設置者の代表者の印 

変更する項目のみご記入ください。 

（この記入例では、設置者の代表者と事業所の名称を変更。） 

変更届出書提出時の代表者名

で申請してください。 

変更内容が適用される初日をご記入ください。 

代表者の変更に伴い、代表者印が

変わる場合は押印してください。 

代表者の変更に伴い、代表者印が

変わる場合は押印してください。 

代表者の変更に伴い、代表者印が

変わる場合は押印してください。 

代表者の変更に伴い、代表者印が

変わる場合は押印してください。 

事業所の名称が変わる場合でも、現時点で登録して

いる事業所名でご記入ください。 

※変更後に届出をする場合も同様。 



（受領委任払い事業所登録3） 
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様式第４号 

令和●年●月●日 

 

介護保険住宅改修費受領委任払取扱登録事業所（廃止・休止・再開）届出書 

 

 （あて先）千葉市長 

 

  名 称   株式会社 千葉市役所工務店 

申請者（設置者） 所 在 地    千葉市中央区千葉港１－１ 

代表者職氏名    代表取締役 千葉一郎  印 

 

次のとおり、（住宅改修の施工・受領委任払い）の事業を(廃止・休止・再開)しますので、

下記のとおり届け出ます。 

 

登録番号 ９９９９ 

事業所の名称 株式会社 千葉市役所工務店 千葉支店 

事業所の所在地 千葉市中央区中央４－５－１  

事業所の代表者職氏名 支店長 千葉 花子 

 

廃止・休止・再開区分 廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 

廃止・休止・再開日   令和●年■月■日 (～    年  月  日) 

廃止・休止・再開する

理由 

経営環境の変化により、事後払いを待つ資金的余裕が無くなっ
たため。 
 

施工中の住宅改修に対

する措置 

（休止・廃止の場合） 

 

 今後の問い合わせにおいては、令和元年６月１日以降受領委
任払の取扱が出来ない旨を案内し、現在施工中の方について
は、現状を説明するとともに、出来る限り令和元年５月３１日
までに工事を完了し、受領委任払として実施します。  

 

【休止理由の例】 

施工を行う者に長期療養の必要が生じ、施工

できる者が他にいないため。 

【再開理由の例】 

○○年○月○日付で提出した休止届けの事

由が終了したため。 

休止又は再開の場合、休

止の終了日をご記入く

ださい。 

いずれかに〇 

設置者の代表者の印 

いずれかに〇 



様式第23号

〒

（あて先）

 千葉市　　　　　　区長

上記のとおり関係書類を添えて居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申請します。

住所

申請者 電話番号

氏名 　

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

（注）提出代行者本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

注意・　この申請書の裏面に、見積書及び介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる

　　　理由を記載した書類、住宅改修の予定の状態が確認できる書類等を添付してください。　　

　　・　住宅改修が完了した後に、領収証及び完了後の状態が確認できる書類等を提出してください。

　　・　住宅改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、所有者の承諾書も併せて添付

　　　してください。

　　・　次の場合には保険給付の対象外となります。

　　　（３）医療機関又は介護施設等に入院（入所）中に改修し、退院（退所）されずに改修後の住

　　　　　宅で生活されていない場合

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 保険者番号 1 2 1 0

生 年 月 日 明・大・昭　　　年　　　月　　　日生

被保険者氏名 被保険者番号

住　　 　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　（２）要介護（要支援）認定申請中の方で、認定結果が非該当又は出ない場合

住宅の所有者 本人との関係（　　　　　）

改修の内容
・

箇所及び規模

業者名 　

着工
予定日

　　　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

改 修 費 用

提出代行者
所在地・
名称・

電話番号

　　　（１）本事前申請の結果(「介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ」)に記載の

２００，０００円

　　　　　確認年月日より前に着工している場合

有・無

領収証
確認欄

添付書類
確認欄

申請入力
市助成金
制度

備　　　　　　　　考

市記入欄

-51-

介護認定を受けている人の氏名



数量 単位 単価 金額

（１） NO.1 １階廊下 手すり 手すり ×××社　□□□□□　●●×●● ○ 本 △△△ △△△△

（６） NO.２ 壁 下地補強板 ○ 枚 △△△ △△△△

　（材料費） ▲▲▲▲

（１） 手すり取付 ○ 本 △△△ △△△△

　（施工費） ▲▲▲▲

（５） カタログ１ １階トイレ 便器 洋式便器 1 個 △△△ △△△△

（３） カタログ２ 床 クッションフロア材 ○○ ㎥ △△△ △△△△

　（材料費） ▲▲▲▲

（５） NO.３ 便器 洋式便器取付 1 個 △△△ △△△△

（３） NO.４ 床 床貼り工事 ○○ ㎥ △△△ △△△△

（６） NO.５ 給排水工事 給排水管接続工事 ○○ ｍ △△△ △△△△

撤去 既存和式トイレ、床タイル撤去 ○○ ㎥ △△△ △△△△

　（施工費） ▲▲▲▲

小計 ▲▲▲▲

諸経費 ○ ％ △△△

合計 ●●●●

消費税 ○ ％ △△△

総合計 ■■■■

（※２）名称：　材料費、施工費、諸経費等を分けて記載すること

(支
給

申
請

 1
-2)

（※１）住宅改修の種類：　（１）手すりの取付け（２）段差の解消（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更（４）引き戸等への扉の取替え（５）洋式便器等への便器の取替え
                                   （６）その他住宅改修に付帯して必要となる改修

住宅改修の
種類

（※１）

写真等
番号

算出根拠改修場所 改修部分 名　称（※２） 商品名・規格・寸法等
介護保険対象部分

製造メーカー、商品名、規格、寸法

等の詳細を記載してください。

※極力専門用語を避け、分かりや

すい表記にしてください。

住宅改修の種類を記載し

てください。

工事の対象となる箇所の写真や

図の番号を記載してください。

介護保険対象部分を抽

出する場合は、その工事

範囲を算定根拠欄に記

載してください。

ただし、介護保険対象範

囲を記載するのが困難

な項目については、面積

按分をする等によってそ

の対象額を算出し、算出

の根拠を記載してくださ

い。

（例）

○○部分を２／３で按分

介護保険給付申請に係る工事については、材料

費と施行費を適切に区分して記載してください。

-
5
2
-



（P１）

住宅改修が必要な理由書
〈基本情報〉

年 性
歳 年 月 日 年 月 日 年 月 日

齢 別

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

保 年 月 日
険
者

＜総合的状況＞
福祉用具の利用状況と住宅改修後の想定

● 車いす □ □

● 特殊寝台 □ □

● 床ずれ防止用具 □ □

● 体位変換器 □ □

● 手すり □ □

● スロープ □ □

● 歩行器 □ □

● 歩行補助つえ □ □

● □ □

● 移動用リフト □ □

● 腰掛便座 □ □

● 特殊尿器 □ □

● 入浴補助用具 □ □

● 簡易浴槽 □ □

● その他

・ □ □

・ □ □

・ □ □

改修後

住宅改修により、
利用者等は日常生活を

どう変えたいか

認知症老人徘徊感知機器

利用者の身体状況

介護状況

改修前

連絡先
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確認日

氏　名

現地確認日

要介護認
定（該当に

○）

評
価
欄

作成日

所属事業所

資
格

（作成者が介護支援
専門員でないとき）

生
年
月
日

明治
大正
昭和

作
成
者

氏名

(支
給

申
請

 1
-
3
)

利
用
者

被保険者番
号

被保険者氏
名

住所

□男　□女

要支援

１　・　２ １　・　２　・　３　・　４　・　５

要介護

例えば、移動や立上がり、姿勢保持といった生活動作に関する身体状況な
のかを記述する。屋内及び屋外での移動方法（自立歩行・つたい歩き・介助
歩行・歩行器利用など）を記述する。

家族の状況、主な介護者を含む介護状況を記述する。

住宅改修によって利用者・家族は、介護状況、ＡＤＬ、社会参加など、日常生

活をどう変えたいと思っているのか（特に何を希望しているか）また、その効

果を記述する。

理由書の作成者が記入する。自らが
署名（または記名・押印）

※全項目記入すること



（P２）

住宅改修が必要な理由書
＜P１の「総合的状況」を踏まえて、①改善しようとしている生活動作②具体的な困難な状況③改修目的と改修の方針④改修項目を具体的に記入してください。＞
活 ③　改修目的・期待効果をチェックした上で、改修の方針（…することで
動 　　…が改善できる）を記入してください。

□ トイレまでの移動 □ できなかったことをできる □手すりの取り付け
□ トイレ出入口の出入 ようにする （ ）

（扉の開閉を含む） □ 転倒等の防止、安全の確保 （ ）
□ 便器からの立ち座り（移乗を含む） □ 動作の容易性の確保 （ ）
□ 衣服の着脱 □ 利用者の精神的負担や （ ）
□ 排泄時の姿勢保持 不安の軽減 （ ）
□ 後始末 □ 介助者の負担の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　） （ ）
□ 浴室までの移動 □ できなかったことをできる （ ）
□ 衣服の着脱 ようにする （ ）
□ □ 転倒等の防止、安全の確保 □段差の解消
□ 浴室内での移動（立ち座りを含む） □ 動作の容易性の確保 （ ）
□ □ 利用者の精神的負担や （ ）
□ 浴槽の出入（立ち座りを含む） 不安の軽減 （ ）
□ 浴室内での姿勢保持 □ 介助者の負担の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　） □引き戸等への扉の取替え
□ 出入口までの屋内移動 □ できなかったことをできる （ ）
□ 上がりかまちの昇降 ようにする （ ）
□ 車いす等、装具の着脱 □ 転倒等の防止、安全の確保 （ ）
□ 履物の離脱 □ 動作の容易性の確保 □便器の取替え
□ 出入口の出入（扉の開閉を含む） □ 利用者の精神的負担や （ ）
□ 出入口から敷地外までの屋外移動 不安の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　） □ 介助者の負担の軽減 （ ）

□ その他（　　　　　　　　　　）
□ できなかったことをできる （ ）

ようにする （ ）
□ 転倒等の防止、安全の確保 （ ）
□ 動作の容易性の確保 □その他
□ 利用者の精神的負担や （ ）

不安の軽減 （ ）
□ 介助者の負担の軽減 （ ）
□ その他（　　　　　　　　　　） （ ）

理由書の作成者が、居宅サービス計画を作成する介護支援専門員と異なる場合の当該介護支援専門員の調整済同意欄
年 月 日

居宅介護支援事業所名

介護支援専門員氏名

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

(支
給

申
請

 1
-
3
)

□滑り防止等のための床材の変更

排
泄

④改修項目（改修箇所）
②　①の具体的な困難な状況（…なので
　　…で困っている）を記入してください

浴室出入り口の出入（扉の開閉を含む）
入
浴

外
出

そ
の
他
の
活
動

①改善しようとしている生活動作

洗い場での姿勢保持（洗体・洗髪を含む）
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現状の改善を必要
とする動作につい
て□を塗りつぶす。
今回改修の対象で
ない項目は塗りつ
ぶす必要はない。

生活動作で困っている

こと、問題点について、

その状況や介護の現

状を具体的に記述する。

・改修案の検討の際は全て

の行為についてチェックが必

要だが理由書では改善しよ

うとする行為に限定したコメ

ントでよい。

・生活のどの場面、どの動作

が利用者・介助者にとって大

変なのか、動作の流れに

沿って一つづつ見極めること。

寝たきりならば「座位が保て

るか」、歩行ができれば「段

差を越えられるか」などにつ

いても記入する。

・①のチェックと②のコメント

の両方をあわせて利用者の

状況が伝わるようにする。

・移動について各行為（排

泄・入浴・外出）に共通する

内容は、例えば「排泄」の欄

のみに記入し、各行為の欄

に重複して記入する必要は

ない。

①②を記入し、現状の問題点をふまえた上で、

改修目的の項目をチェックする。各行為の困

難事項を改善するために、どのような改修を

行うのか、その方針を記述する。

・改善方法は「手すり設置」や「段差解消」という表現では

なくてもよい。「つかまれる所を」「つまづかない工夫」「立

ち上がりの支えを」などの表現でも良い。
・一つの改修項目が複数の目的のために行われる場合
はまとめて記述してもよい。
・具体的手段について当事者はもちろん、施工者や専門
家と一緒に考えることが望ましい。

・様々な角度から検
討し、決定された改
修内容の項目を
チェックし、詳細な内
容を記述する。
・改修箇所は、場所
だけではなく「手す
り」なら、「便器横壁
面」等その取り付け
箇所まで記述する。

・理由書の作成者が、ケアプラン作成の事業所と異なる場合は、ケ
アプラン作成者との調整が必要。
・ケアプラン作成者自らが署名（または記名・押印）。※代筆不可!!
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  年   月   日  

〒  

○○区  

    様  

 

千葉市    区長  

 

 

介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ  

 

先に申請のありました介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請について、確認しましたので通知します。 

被保険者氏名   被保険者番号   

 

確 認 年 月 日   年   月   日   

確  認  結  果  

申請の施工内容について  

   ☑  保険給付の対象として適当と見込まれます  

   □  保険給付の対象として一部適当と見込まれます（別紙のとおり）  

   □  保険給付の対象外と見込まれます  

施  行  業  者  

 

 

注意事項 

１ このお知らせに記載された確認の結果は、提出された内容に基づいて住宅改修を実施した場合に住宅改修費の

支給対象として適当と見込まれるかをお知らせするものであり、実際の支給を決定するものではありません。  

２ 要介護（要支援）認定申請中の方で、審査の結果、非該当または認定結果が出ない場合は保険給付の対象外と

なります。 

３ 入院中（入所中）の方で、退院（退所）されない場合は保険給付の対象外となります。 

４ 申請者は、この通知を受けてから介護支援専門員等及び施行事業者に通知内容を連絡してください。 

５ 事前承認申請時の工事費内訳書に変更があった場合は、着工前に必ず変更を届出ください。 

６ 工事完了後、介護保険住宅改修完了届に次の書類を添付して、下記介護保険室に申請してください。 

 ア 申請者が支払った領収書（原本）及び工事費内訳書 

 イ 介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書 

 ウ 日付入りの改修後の写真 

 

 

この「お知らせ」は、被保険者宛てに届きますので、  

届いた内容を確認してから、工事に着工してください。 

問い合わせ先  

 千葉市○○保健福祉センター  高齢障害支援課  介護保険室  

 〒  

 TEL   -    - 

対象として適当と見込まれているか、必ずご確認をお願いしま

す。  
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介護保険住宅改修変更届出書  

 

  年   月   日  

（あて先）千葉市    区長  

 

先に申請した介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請について、  

変更がありましたので以下のとおり届け出します。  

申 

請 

者 

被保険者番号   

氏   名  

  

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住   所  

 

 

 

提
出
代
行
者 

所在地・  

名称・  

電話番号  

                   

 

 

                       印  

 

※ 法 人 は 記 名 及 び 代 表 取 締 役 等 の 印 を 押 印 し て く だ さ い 。  

※ 個 人 は 提 出 代 行 者 本 人 が 手 書 き し な い 場 合 に 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  

変更する住宅改修の内容（内容を具体的に記載してください。）  

 

 

 

 

 

 

 

            

【添付書類】   

１  変更後の見積書  ２  住宅改修の予定の状態が確認できる写真（撮影日入り）  

３  変更後の住宅改修が必要な理由書  ４  その他（変更後の平面図等）  

 

【注意事項】  

支給申請した住宅改修の内容を変更する場合（改修箇所・改修種類の変更等）は  

必ず届け出してください。ただし予定していた改修を取りやめる場合は不要です。  

 

変更箇所がある場合は、必ず着工前に  

届け出てください。  

 

変更箇所ごとに記載します。  
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介護保険住宅改修完了届 

 

  年  月  日 

(あて先)千葉市   区長 

 

先に申請した介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請について、住宅改修が完了したの

で、届け出します。 

申 

請 

者 

被保険者番号  

氏  名 

  

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住  所 

 

 

 

提
出
代
行
者 

所在地・ 

名称・ 

電話番号 

                   

 

 

                       印 

 

※法人は記名及び代表取締役等の印を押印してください。 

※個人は提出代行者本人が手書きしない場合に記名押印してください。 
 

着工年月日      年   月   日 

完成年月日      年   月   日 

改 修 費 用             

 

工
事
内
容 

支給申請書の内容に、       □ 変更なく改修工事が完了しました。 

□ 以下の変更がありました。 

（変更の内容） 

【提出書類】 
１ 介護保険住宅改修費請求書 

２ 領収証（工事費内訳書添付）  

３ 住宅改修の完了後の状態が確認できる書類等（写真（日付入り）、図面等） 

４ その他 

【注意事項】 

「変更確認欄」による変更は、住宅改修の一部が取り止めになったときなど、改修費用が減額したとき

に使用してください。また、変更の内容が確認できる書類等を提出してください。 

「確認のお知らせ」が届

いた日以降の日付でな

いと受理できません。 

減額変更のみ、認められます 
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居宅介護 

介護保険          住宅改修費請求書【受領委任払用】 

介護予防 
                      

                                                年    月    日 

                                                        

あて先）千葉市       区長 

                                            

請 求 者 

氏 名 

 

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住 所  

 

  介護保険法第４５条による居宅介護住宅改修費又は同法第５７条による介護予防

住宅改修費として次のとおり請求します。 

 なお、当該給付費の受領については、下記の者に委任します。 

 

金 額 （ １０ 割 ） 
 

円 

 

請求金額（保険者負担額） 円 

 

 

受 任 者 

事業者名 

主たる事務所の所在地 

登録番号       

代表者氏名                            

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

整理番号 

 

被保険者の氏名・住所 

区名を記入 

日付は空欄 

金額欄は空欄 

振込が見込まれる頃に、事業者名等の変更が予定

されているときは事前にお問い合わせください。 

登録番号は必ず記入 
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居 宅 介 護 

介護保険         住宅改修費請求書 

介 護 予 防 
                      

                                                 年    月    日 

                                                        

あて先）千葉市          区長 
 

請 求 者 

氏 名 

 

 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

住 所  

 

 介護保険法第４５条による居宅介護住宅改修費，または同法第５７条による介護予

防住宅改修費として次のとおり請求します。 

 

金 額 （ １０ 割 ） 円 

請求金額（保険者負担額） 円 

  

振込先 

銀 行 支 店 種 目 口座番号 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

 

本店 

支店 

出張所 

1 普通(通常) 

2 当座(貯蓄) 

3 その他 

 

フリガナ  

口座名義人 
 

 

（注）○振込先は、請求者の銀行口座をお願いします。 

    ○口座名義人が請求者と異なる場合は、委任状が必要です。 

 

 

 

 

 

日付は空欄 

区名を記入 

被保険者の氏名・住所 

金額欄は空欄 

請求者の銀行口座 

※振込先の口座名義人が請求

者（被保険者）と異なる場合

は、委任状が必要です。 
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委 任 状 

 

 

 

（あて先）千葉市       区長 

 

 

                                   受任者  
 

 

                                  住 所 

 

 

                                  氏 名 

 

 

 

 

私は上記の者を代理人と定め、次の事項の受領に関する一切の権限を委任します。 

 

１．介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費 

 

 

 

 

 

    年    月    日 

 

 

                                     委任者  
 

 

                                  住 所 

 

 

                                  氏 名 
 

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。  

請求者（被保険者）の氏名・住所 

振込先の口座名義人の住所・氏名 

振込先の口座名義人が請求者（被保険者）と異なる 

場合に使用します。 



介護保険住宅改修費の支給について 
（危険防止や移動の円滑化のために自宅を改修した 
場合は、その費用の一部を支給します。） 

 

令和5年1月改定 

 要介護者の方が自宅で自立した生活を継続する上で、段差の解消や手すりの取付けは、危険防止

や移動の円滑化のために役立つとともに介護をしている方の負担軽減につながります。 

 介護保険では、このような改修をされた方に、住宅改修費として最高１８万円を支給します。 

 なお、支給にあたっては、工事を始める前に事前の申請が必要となります。 

※領収書記載日時点における負担割合が適用となります。（平成２７年８月１日より） 

 

１ 住宅改修費の支給対象となる工事の種類 

 ① 手すりの取付け 

② 段差の解消 

 ③ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

 ④ 引き戸等への扉の取替え 

 ⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

２ ご利用できる方 

 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた方で過去に住宅改修費の支給を受けたこと 

がない方です。ただし、次の方はご利用になれます。 

① 前回住宅改修した家屋と、今回住宅改修した家屋が違う方 ※転居した場合 

② 前回住宅改修した時点での要介護度から3段階以上上がった方 ※要支援2・要介護1は同一扱い 

③ 前回実施した住宅改修費の支給対象工事費用が２０万円未満であった方 ※残額のみ 

３ 支給される額 

 住宅改修費の支給対象となる工事に支払った費用（上限２０万円）の９割（一定以上の所得

のある方は８割又は７割※１）について支給されます。 

  例 １０万円の工事の場合 →  ９万円（８万円又は７万円※１） 

    ２０万円の工事の場合 → １８万円（１６万円又は１４万円※１） 

    ３０万円の工事の場合 → １８万円（１６万円又は１４万円※１） 

  併せて、他の工事をすることも可能ですが、住宅改修費は支給対象となる工事部分のみの

支給となります。 

４ 住宅改修費の支給方法 

〈受領委任払い〉 

利用者が１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）分を施工事業者に支払い、９割（一

定以上の所得のある方は８割又は７割）は各区介護保険室から施工事業者に支払います。受領

委任払いでの住宅改修を希望する場合、あらかじめ市に登録した事業所の中から施工事業者を

選択することとなります。（登録をしていない事業者の場合は償還払いとなります。）登録業

者の名簿は、各区介護保険室窓口で配布及び千葉市介護保険管理課ホームページで公開を行っ

ています。   

〈償還払い〉 

利用者が工事費用の全額を施工事業者に支払った後、対象となる工事（上限２０万円）の９

割（一定以上の所得のある方は８割又は７割）分を各区介護保険室に申請することにより支給

を受けます。 

 

※介護保険料未納による給付制限を受けている方は、償還払いによる支給となります。 



 ５ 利用の基本的な流れ（事前申請制度について） 
   

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※１ ケアマネジャー、千葉市あんしんケアセンターの他に千葉市社会福祉事業団が実施する障害

者等住宅改造相談事業の相談員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試

験２級以上の資格を有する者が、住宅改修が必要な理由書を作成することができます。ただし、

資格免許証の写しなど資格を証する書類を添付する必要があります。 

※２ 住宅改修が必要な理由書を作成する者が、居宅（介護予防）サービス計画（ケアプラン）を 

作成しているケアマネジャー等と異なる場合は、当該ケアマネジャーと十分に連絡調整しておく 

必要があります。（調整済み同意欄） 

〇その他、対象となるか不明な場合は、事前にご相談ください。 

〇住宅改修についての情報、支給申請等様式、受領委任払い事業者一覧（千葉市ホームページ） 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/form_download-citizens.html#no2 

『参考』 千葉市住宅改修費支援サービスの助成（千葉市独自制度） 

  住宅改修費の助成は、介護保険の住宅改修費支給申請のほかに、市で行っている住宅改修 

 費支援サービスと併せて申請することができる場合があります。助成割合は所得に応じて異 

なります。 各区高齢障害支援課 高齢支援班 

 

[連絡先] 各区の保健福祉センター 高齢障害支援課 介護保険室 

  中 央 区  043-221-2198   花見川区  043-275-6401 

  稲 毛 区  043-284-6242    若 葉 区  043-233-8265 

  緑     区   043-292-9491    美 浜 区  043-270-4073 

 

 

① ケアマネジャー等や 

     施工事業者と相談、見積り 

      ↓             

②（工事前）「支給申請の届出」 

      ↓ 

③「確認のお知らせ」通知 

      ↓  

④工事着工 

      ↓             

⑤工事完了及び代金支払 

      ↓             

⑥（工事後）「完了の届出」        

     ↓ 

⑦住宅改修費の支給決定通知 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

・住宅改修が必要な理由書 ※１※２ 

・工事費見積書（工事内訳書を添付）◎被保険者名義 

 ◎複数の事業者から見積もりを取るようにしてくだ

さい。 

・工事予定箇所の写真（日付入り） 

・住宅改修の予定の状態がわかる図面等 

・住宅所有者が異なる場合の承諾書 

手続の流れ 必要な書類等 

・介護保険住宅改修完了届 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書 

 （◎受領委任払い制度を利用する場合には、「介護保

険居宅介護（介護予防）住宅改修費請求書【受

領委任払用】」をかわりに提出） 

・領収証（工事内訳書を添付） 

◎被保険者名義 

◎工事完了日以降のもの（手付金等の工事着工前の領収

書や前金払い、中間払いは認めません。） 

・工事完了箇所の写真（日付入り） 

・完了後の状態がわかる図面等 

⑥の届出時に必要な書類 ⇒ 各区の窓口へ 

(新規認定申請中の方は認定後、入院中の方は退院後に

届出) 

 

②の申請時に必要な書類 ⇒ 各区の窓口へ 

③「確認のお知らせ」後に

工事内容を変更する場合は

着工前に必ず「変更届出書」

を提出してください。 

受領委任払

い制度を利

用される場

合は、必ず、

市に登録し

た事業者の

中から施工

事業者を選

択してくだ

さい。 

 

千葉市では工事の適正な給付を目

的として、一部の工事を対象に②⑥

の際に実地調査へのご協力をお願

いする場合があります。 

◎被保険者宛て 

◎被保険者宛て 



【中央区】

〒２６０－８５１１
中央区中央４－５－１　Qiball （きぼーる）１３F
中央保健福祉センター　高齢障害支援課　介護保険室

TEL　０４３－２２１－２１９８
FAX　０４３－２２１－２６０２

【若葉区】

〒２６４－８５５０
若葉区貝塚２－１９－１
若葉保健福祉センター　高齢障害支援課　介護保険室

TEL　０４３－２３３－８２６４
FAX　０４３－２３３－８２５１

【花見川区】

〒２６２－８５１０
花見川区瑞穂１－１
花見川保健福祉センター　高齢障害支援課　介護保険
室

TEL　０４３－２７５－６４０１
FAX　０４３－２７５－６３１７

【緑区】

〒２６６－８５５０
緑区鎌取町２２６－１
緑保健福祉センター　高齢障害支援課　介護保険室

TEL　０４３－２９２－９４９１
FAX　０４３－２９２－８２７６

【稲毛区】

〒２６３－８５５０
稲毛区穴川４－１２－４
稲毛保健福祉センター　高齢障害支援課　介護保険室

TEL　０４３－２８４－６２４２
FAX　０４３－２８４－６１９３

【美浜区】

〒２６１－８５８１
美浜区真砂５－１５－２
美浜保健福祉センター　高齢障害支援課　介護保険室

TEL　０４３－２７０－４０７３
FAX　０４３－２７０－３２８１

〒２６０－８７２２
千葉市中央区千葉港１－１
千葉市保健福祉局高齢障害部　介護保険管理課
TEL　０４３－２４５－５０６１
FAX　０４３－２４５－５６２３

各区　介護保険室のご案内


